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平成	 	 年	 	 月	 	 日	 

	 

重 要 事 項 説 明 書	 

指定介護老人福祉施設	 

	 

南港咲洲特別養護老人ホーム  

                   

     

当施設はご利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。	 

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明します。	 

 

経 営 理 念	 

私たちは介護サービスを通じて、お客様（施設の利用者及び                  

その家族）並びに福祉関係者に安心を提供し、以って老人                   

福祉に寄与すると共に、社会に貢献します。 

 

運 営 方 針 

私たちは、経営理念実現のために、人柄の向上に向けて               

不断の努力を行い、質の高い老人介護サービスを行います 

                

 

行 動 指 針	 
私たちは、次のことを実践します。 

一 私たちは、明るく笑顔で挨拶します 

一 私たちは、真剣に親孝行を実践します 

一 私たちは、他人（ひと）に役立つ充実感を体得します 
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当施設は介護保険の指定を受けています。 
（大阪府指定 第２７７５９００６１２号） 



  １ 

  

１．施設経営法人  

  

（１）法 人 名	 	 	 	 	      社会福祉法人	 遺徳会 
（２）法人所在地	 	 	 	 	 大阪府高石市取石 5 丁目 8 番 15 号	 

（３）電 話 番 号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 072－275－1031	 

（４）代表者氏名	 	 	 	 	 理事長	 嶋田	 	 	 祐史	 

（５）設 立 年 月	 	 	 	 	      昭和 56年 12月 19日 
 
２．施設の概要  

（１）施 設 の 種 類	 	 	 	 	 	 	 	     指定介護老人福祉施設・平成 14年 4月 1日指定	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大阪府第 2775900612 号	 

（２）施 設 の 目 的	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営む事が	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出来るように支援する事を目的として、ご利用者に、日常生活を営	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 む為に必要な居室及び共用施設等をご利用頂き、介護福祉施設サー	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ビスを提供します。	 

（３）施 設 の 名 称	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 南港咲洲特別養護老人ホーム	 	 

（４）施 設 の 所 在 地	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大阪市住之江区南港中 2 丁目 1 番 35 号	 

（５）電 話 番 号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 06－4703－1700	 

（６）施設長（管理者）	 	 	 	 	 嶋田	 祐史	 

（７）施設の運営方針	 	 	 	 施設の健全な環境作りに努め、利用者の人間性を尊重し、明るく楽	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 しい健康的な施設にし、より快適に暮らしやすく安心して生活でき	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 る施設となるよう日々研鑚する。	 

（８）開 設 年 月	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 14 年 4 月 1 日	 

（９）入 所 定 員	 	 	 	 	 	 	 	     140人 
 
３．居室の概要	 

（１）居室等の概要	 

施設では次の居室・設備をご用意しています。	 

居室等の種類	 室	 	 数	 備	 	 	 	 	 	 	 	 考	 

個 	 	 室	 42 室	 標準型 15 ㎡／人	 （他に 18 ㎡型もあり）	 

２ 人 部 屋	 1 室	 12 ㎡／人	 

４ 人 部 屋	 24 室	 同上	 

	 居 室 合 計	 	 	 67 室	 	 

食	 	 	 堂	 	 	 	 	 4 室	 約 128 ㎡／室	 	 約 3 ㎡／人	 

機能訓練室	 	 	 	 	 １室	 平行棒、ホットパック、上肢プーリー	 

浴	 	 	 室	 	 	 	 	 3 室	 36 ㎡／室	 	 	 一般浴槽・特殊浴槽	 

診	 療	 室	 	 	 	 	 2 室	 

	 

99 ㎡（歯科診療室、Ⅹ線室を含む）	 	 	 	 	 

厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施設・設備です。	 

	 

（２）居室の変更（移動）	 

ご利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定

します。また、ご利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には､ご利用者や

ご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 
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４．職員の概要  

（１）職種別職員  
ご利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供するため、介護保険法の指定基準に沿い職員 
を配置しています。	 

 
	 	 職	 	 	 種	 職員数	 

法定基準数	 

 

職員数	 

常勤換算数	 

	 	 備	 	 	 	 	 	 	 	 考	 

	 

１．施設長	 
	 	 	 	 

	 	 1 名	 1 名	 当法人では施設長を「所長」といいます	 

・施設の業務を統括する。	 

・所長に事故があるときは理事長が定

めた職員が所長の職務を代行する	 	 	 	 	 	 

２．介護職員	 
	 	 

52.6 名	 57 名	 

	 

介護福祉士 41 名	 

・利用者の日常業務の介護・相談	 

及び援助の業務	 	 

３．看護職員	 
	 	 

4 名	 10 名	 

	 

・利用者の看護・保健衛生の業務	 

４．機能訓練指導員	 
	 	 

2 名	 2 名	 鍼師、柔道整復師の有資格者	 

・利用者の機能回復・機能維持に必要な	 

訓練及び指導	 

５．介護支援専門員	 
	 	 

2 名	 	 3 名	 ・利用者の介護支援	 

６．生活相談員	 
	 	 	 	 

2 名	 3 名	 	 	 ・利用者の入退所・生活相談及び援助	 

	 	 	 の企画立案・実施に関する業務	 	 	 
	 	 

７．医	 師	 必要数	 0.5 名	 	 	 ・利用者の診療及び保健衛生管理指導	 

業務	 

８．栄養士	 1 名	 １名	 管理栄養士１名	 

・給食管理・利用者の栄養指導に従事	 

１．介護保険法指定基準の職員数は利用者定員 170 名（含む短期入所生活介護 30 名）に対してのものです。	 

２．常勤換算職員数はそれぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数 
（週 40時間）で除した数です。 
３．備考欄は法定資格とその資格を所持している職員数（平成 27 年 4 月 1 日現在）を表示しています。	 

	 

	 

（２）職員勤務体制	 

	 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

職	 	 	 種	 勤	 務	 時	 間	 勤	 務	 人	 員	 

１．医	 	 師	 9：00～19：30（曜日による）	 	 	 	 	 0.5 名	 

２．介護職員	 日勤（早出）	 7：30～16：00	 

同	 （遅出）	 10：10～18：40	 

夜	 	 勤	 	 	 	 17：00～翌日 10：00	 

日勤	 約 16～20 名	 

	 

夜勤	 	 	 7 名	 

３．看護職員	 日勤（早出）	 	 7：30～16：00	 	 	 

同	 （通常）	 9：00～17：30	 

日勤	 約	 2～4 名	 

	 

１．医師の診察は月・火・水・木・土です。診察時間は日によって異なる場合があります。	 

２．勤務人員は標準人員で、日によって若干の増減があります。	 

３．歯科診療は火・木・金にあります。	 
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５．施設が提供するサービスと利用料金  

入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。	 

 
提供するサービスには次の 2種類があります。 

 

 
１）介護保険の給付及び補足給付対象となるサービス（契約書第 3 条、第 4 条）  
①介護福祉施設サービス（通常は利用者負担１割・介護保険給付 9 割）	 

イ）サービスの内容	 

	 ⅰ）利用者全員に提供するサービス	 

サービスの種類	 サ	 ー	 ビ	 ス	 	 内	 	 容	 

入浴介助	 

	 

◇	 入浴又は清拭を週 2 回行います。	 

◇	 入浴は、要介護度の違いにより一般浴と特別浴の２種類があり、ご利用

者の状況に応じた入浴ができます。	 

◇	 寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴できます。	 

排泄介助	 ◇	 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行

います。	 

食事介助	 ◇	 3 度の食事は、可能な限り食堂でとるように介護職員がサポートします。	 

◇	 食事時間	 	 朝食 7:40～8:40	 	 	 昼食 12:00～13:00	 	 	 夕食 18:00～19:00	 

◇	 身体的、精神的理由により居室の場合もあります。	 

日常生活継続支援	 

	 

◇	 重度の要介護状態のご利用者や認知症の利用者が多くを占める施設にお

いて、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置することにより、可能

な限り個人の尊重を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支

援を行います。	 

健康管理	 ◇	 医師と看護職員が、健康管理及び医療を行います。	 

生活自立支援援助	 ◇	 できる限り離床、朝夕の着替え及び整容等を行うよう配慮します。	 	 	 	 	 

◇	 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な静養が行われるよう援助	 

します。	 

社会生活上の便宜	 ◇	 教養娯楽設備及びレクレーション実施	 

◇	 行政機関に対する手続き等の代行	 

個別機能訓練	 

	 

◇	 機能訓練指導員の指導により、ご利用者の身体等の状況に応じて、日常

生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を

します。	 

看護体制（Ⅰ）ロ	 

	 

◇	 施設に必要な数の看護職員を配置し健康管理、医師との連携支援を行い

ます。	 	 	 	 	 	 

夜勤職員配置加算	 

（I）	 

◇	 夜勤時間帯（17 時～翌朝 10 時まで）における夕食・朝食時にも、職員を

手厚く配置しています。	 

栄養マネジメント	 ◇	 低栄養状態を予防・改善するために、医師、管理栄養士、看護職員、	 

ケアマネージャーが共同して利用者個人別に最適な栄養ケアを行います	 

（１）利用料金が介護保険から給付又は補足（以下単に「給付」という。）されるサービス	 

（２）利用料金の全額をご利用者に負担いただくサービス	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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口腔衛生管理体制

加算	 

◇	 計画的な口腔ケアを行うため、歯科医師または歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が介護職員に対して、技術的助言及び指導を行います。	 

介護職員処遇改善

加算(Ⅱ)	 

◇	 介護職員の賃金の改善等を実施しています。	 

	 

	 

ⅱ）利用者の申出により提供するサービス	 

サービスの種類	 サ ー ビ ス の 内 容	 

退所前訪問相談	 

退所後訪問相談	 

退所前に退所後生活する居宅を訪問し居宅サービスなどの相談援助を行います。	 

退所後に居宅を訪問し相談援助を行います。	 

退所時相談援助	 在宅に於ける食事・入浴等、運動機能・動作能力の維持改善、家屋改善の相談。	 

退所前連携	 指定居宅介護支援事業所のケアマネージャーと連携して退所後の居宅サービスを調整。	 

在宅復帰支援	 退所後の居宅サービス、保健医療及び福祉サービスに関する相談援助。	 

在宅入所相互利用	 複数の利用者が在宅・入所期間を定めて（3ヶ月限度）同一の個室を計画的に利用します。	 

経口移行	 経管から経口栄養に移行する計画により栄養管理を実施、経口からの食事を可能にします。	 

経口維持（Ⅰ、Ⅱ）	 誤嚥が認められる利用者に摂食・嚥下機能に配慮した適切な管理をします。	 

療養食	 利用者の年令、病状に対応した治療食（糖尿病等）を提供します。	 

看取り介護	 終末期に入った利用者の看取り介護をします。（死亡前３０日を限度）	 

認知症行動・心理症状

緊急対応	 

医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊

急に入所することが適当であると判断した方にサービスを行います。	 

若年性認知症入所者

受入加算	 

若年性認知症個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに

応じた提供を行います。	 
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ロ）介護福祉施設サービスの料金（ご利用者負担額）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ハ）初期加算（ご利用者負担額）	 最大 30 日間で 764 円	 

入所日から 30 日以内の期間は、初期加算として日額 33 円が加算されます。この制度は、	 

30 日を超える入院後に再び入所する場合にも適用されます。	 

ニ）高額介護サービス費（介護福祉施設サービス費のご利用者負担額の上限を定めるもの）	 

	 	 	 	 サービスにかかった費用の１割はご利用者の負担ですが、一定の上限額を超えた場合には、	 

申請によって超えた分が介護保険で給付される制度です。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ホ）ご利用者入院又は一時外泊時の利用料金	 	 

ご利用者が、６日以内（８日のうち中６日）の入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく利用料

金は、次の通りです。（契約書第２１条、２４条）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 個	 	 	 	 	 室	 	 	 ・	 	 多	 	 床	 	 室	 

介護度	 単	 位	 1	 	 日	 1 ヶ月（31 日）	 

１	 626	 694 円	 21,523 円	 

２	 693	 768 円	 23,823 円	 

３	 761	 843 円	 26,157 円	 

４	 828	 917 円	 28,458 円	 

５	 893	 989 円	 30,690 円	 

１．上記単位数には、日常生活継続支援加算 36 単位、栄養ケアマネジメント加算 14 単位、個別

機能訓練加算 12 単位、看護体制加算（Ⅰロ）4単位、夜勤職員配置加算（I）13 単位、の 5要

素が加算されています。介護職員処遇改善加算（Ⅱ）総単位数の 1000 分の 33 相当の単位数、

口腔機能維持管理体制加算(１ヶ月 30 単位)の 2 要素は 1 日の単位・料金には反映させず、一

ヶ月料金に含めています。	 

２．前項イ）のⅱ）に規定する各サービスは該当する時期が到来し、利用者の申出によりサービ

スを提供します。利用料もその時点で説明します。	 

３．サービス利用料金は、介護保険法の改正・介護給付費に変更がある場合自動的に変更します。	 

対	 	 象	 	 者	 サービス負担限度額	 備	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 考	 

利用者負担第 1 段階	 15,000 円／月	 ○ご利用者の利用者負担段階は「介護保険負

担限度額認定証」又は「介護保険特別負担

限度額」で確認ください。	 

○入所後速やかに保険者である関係市町村

に申請をします。	 

	 	 同	 	 	 第 2 段階	 同上	 

	 	 同	 	 	 第 3 段階	 24,600 円	 

上記 1～3 段階の対象外	 37,200 又は 44,400 円	 

料	 	 	 金	 	 	 	 	 	 内	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 容	 	 金	 	 	 額	 

介護サービス料金	 ○介護保険法のサービス利用料金の 1 割を負担	 

○入院翌日から退院前日までの間（上限６日間）	 

263 円／日	 

居	 住	 費	 

	 

５－（１）－②－ロ）の居住費及び５－（２）－	 

―イ）の特別居室料	 

	 

７日を超える場合は居住費（多床室 840 円・個室 1150 円＋特別居室料 1000 円）をいただきます。	 
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へ）要介護認定を受けていない場合のご利用について	 

サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を

除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申

請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。	 

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更しま

す。	 

	 

	 

②特定入所者介護サービス費（食費及び居住費の補足給付サービス費）	 

食費及び居住費は、所得によってご利用者の負担限度額が決まります。具体的には、市町村発行の介護

保険負担限度額認定証又は介護保険特別負担限度額認定証（以下単に「認定証」という）にご利用者の

負担額が記載されています。一定以上の所得がある場合はこのサービスを受けられないことがあります。	 

	 

イ）サービスの内容	 

	 	 ⅰ）食事	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

ご利用者の健康状態、栄養及び嗜好を配慮した 1 ヶ月毎の献立表を作成、調理師資格を持つ調理員に

よって、バランスのとれた料理を提供します。	 

	 	 ⅱ）居室	 

	 	 	 整理・整頓・清掃・清潔に心がけ、良好な衛生環境が維持された居室を提供します。また、居室に付

帯する食堂、トイレ、空調設備等を含めて住みよい住環境の中で生活をしていただきます。	 

	 

	 

ロ）食費・居住費サービス料金	 

利用者負担	 

段	 	 	 階	 

食	 	 費	 

	 	 	 （Ａ）	 

	 居	 	 住	 	 費（Ｂ）	 食費＋居住費（Ａ＋Ｂ）	 

	 個	 室	 多床室	 個	 室	 多床室	 

第１段階	 

	 

	 	 300 円	 	 	 	 	 320 円	 	 	 	 0 円	 	 	 620 円	 	 	 300 円	 

	 9,300 円	 	 9,920 円	 	 	 	 0 円	 19,220 円	 	 9,300 円	 

第２段階	 

	 

	 	 390 円	 	 	 420 円	 	 	 370 円	 	 	 810 円	 	 	 760 円	 

12,090 円	 13,020 円	 11,470 円	 25,110 円	 23,560 円	 

第３段階	 

	 

	 	 650 円	 	 	 820 円	 	 	 370 円	 1,470 円	 	 1,020 円	 

20,150 円	 25,420 円	 11,470 円	 45,570 円	 31,620 円	 

上記 3段階の	 

対象外	 

1,380 円	 	 1,150 円	 	 	 840 円	 	 2,530 円	 	 2,220 円	 

42,780 円	 35,650 円	 26,040 円	 78,430 円	 68,820 円	 

１．料金の上段は日額、下段は月額（31 日換算）	 

２．介護保険負担限度額認定証の提示で負担段階に沿った金額を請求します。	 
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(２)介護保険給付対象外となるサービス（契約書第４条）	 

	 	 	 全額ご利用者の負担となるサービスには次のものがあります。	 

	 イ）特別サービスとその料金	 

サービスの種類	 サ	 ー	 ビ	 ス	 の	 内	 容	 利	 用	 料	 金	 

特別な食事	 ご希望に応じて特別な食事を提供します。	 実費＋消費税	 

居室（個室）	 

	 

3 種類の個室（15 ㎡型、18 ㎡型、24 ㎡型、いずれもベ

ッド・家具・洗面台付）を提供します。	 

但し、一部の個室には洗面台のないところもあります。	 

特別居室料	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

1,000 円／日	 

（消費税込み）	 

	 	 

ロ）その他のサービスとその利用料金	 

 
ハ）契約終了後の居室明渡し延滞遅延料金（契約書第２２条第２項） 

	 	 	 契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け渡された日まで

の期間、延滞遅延料をいただきます。	 

サービスの種類	 サ	 ー	 ビ	 ス	 の	 内	 容	 利	 用	 料	 金	 

貴重品管理費	 

	 

	 	 

	 

	 

○管理する金銭の形態：施設の指定金融機関に預け入れてい

る預金	 

○お預かりするもの：預金通帳、届出印鑑、有価証券、	 

年金証書	 

○出納方法：備え付け届出書提出⇒保管管理者（又は代理者）

が預入又は払戻を代行⇒出入金記録作成⇒ご利

用者にコピーを交付	 

○年金等の受領に必要な手続き	 

○保管管理者：所長	 

1000 円／月	 

（月途中の入

退所のときは

35 円／日）	 	 

レク・クラブ	 

活動費	 

○レクリエーション行事（四季折々にふさわしい催し）	 

	 誕生日、正月、雛祭、端午の節句、七夕、敬老の日、	 

	 クリスマス、その他	 

無料	 

	 

	 

	 ○クラブ活動	 	 リハビリ体操	 

○クラブ活動	 

	 書道、フラワーアレンジメント、喫茶クラブ、カラオケ	 

	 ちぎり絵、学習	 	 	 ※	 リハビリ体操	 

50 円／回	 

	 

	 

	 

理美容費	 ○月 2 回、専門業者の出張サービスが行われます。	 

カット 1,500 円◇顔剃り 500 円◇毛染め 3,500 円◇パーマ	 3,500 円	 

複写物交付費	 ○ご利用者の必要な書類のコピーサービス	 10 円／枚	 

電器製品使用料	 ○テレビ、電気毛布、電気あんか等の電器製品	 

	 

300 円／月・品	 

（消費税込み）	 

その他日常生活

品費	 

○必要な日常生活品の購入等で費用が発生した場合の実費	 

(例)＊夏季：水分補給用ポカリスエット	 150 円/月	 

	 	 ＊衣類仕分けネット	 	 

購入品実費	 
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	 	 	 遅延延滞料：介護福祉施設サービス費＊（介護保険給付全額）＋食費（1,380 円）＋居住費（註）	 

要介護度	 1	 2	 3	 4	 	 	 5	 

個	 室（日額）	 10,465	 11,205	 11,955	 12,695	 13,413	 

多床室（日額）	 9,162	 9,904	 10,657	 11,399	 12,119	 

（註）居住費：標準基準額（個室 1,150 円、多床室 370 円）＋特別居室料（1,000 円）	 

＊介護福祉施設サービス費相当額個別機能訓練加算、日常生活継続支援加算、栄養マネジメ

ント加算、看護体制加算Ⅰロ,夜勤職員配置加算（口腔機能維持管理体制加算は月 1回）	 

 
（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条）  

前記（１）、（２）の料金・費用は、毎月 1 日から末日までの１ヶ月ごとに計算して請求しますので、

翌月１０日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関す

る利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。）	 

	 

現	 金	 支	 払	 当施設事務室の窓口	 

個人口座振込	 ご利用者の預かり個人口座に振込みの時は、事務室に連絡下さい	 

郵便局口座払込	 
口座番号	 ００９７０－８－２０５０３１	 

口座名	 	 社会福祉法人	 遺徳会	 南港咲洲特別養護老人ホーム	 

 
 
（４）施設は、上記に定める利用料について、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、

利用者に対して変更を行う２ヶ月前までに説明を行い、当該利用料を相当額に変更する。 
（５）入所中の医療の提供について  
医療を必要とする場合は、ご利用者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受ける

ことができます。（但し、協力医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。	 	 

また、協力医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 
 
	 協力医療機関	 

医療機関の名称	 

独立行政法人	 

地域医療機能推進機構	 

大阪みなと中央病院	 

医療法人錦秀会	 

阪和住吉総合病院	 

医療法人三宝会	 

南 港 病 院	 

所	 在	 地	 
大阪市港区築港 1-8-30	 

06-6572-5721	 

大阪市住吉区南住吉 3-2-9	 

06-6692-1001	 

大阪市住之江区北加賀屋 2-11-15	 

06-6685-8801	 

診	 療	 科	 

内科、小児科、外科、	 

整形外科、形成外科、	 

皮膚科、泌尿器科、	 

眼科、耳鼻咽喉科ほか	 

内科、外科、整形外科	 内科、外科、整形外科、	 

消化器科、呼吸器外科、	 

循環器科ほか	 	 

	 	 	  
協力医療機関（歯科） 
医療機関の名称	 森永歯科クリニック 
所	 在	 地 大阪市住之江区浜口西 1-11-1	 	 	 

06-7494-6081	 

診	 療	 科 歯科 
 
 



  ９ 

６．契約の終了と退所  
契約では終了する期日が特に定められていません。従って、以下のような事由が発生しない限り、継続

してサービスを利用することができます。	 

	 

（１）契約終了による退所（契約書第１６条）	 

	 	 	 次のような事由が発生した場合は契約が終了し、ご利用者に退所していただきます。	 

１．要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合	 

２．事業者が解散、破産又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合	 

３．施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合	 

４．当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合	 

５．ご利用者から退所の申し出があった場合	 

６．事業者から退所の申し出を行った場合	 

 
（２）ご利用者の申出による契約の解約による退所（契約書第１７条第１項、第１８条）  

①次の事由が発生した場合にはご利用者から契約を解約することができます。この場合、退所を希望	 	 

する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。	 

１．事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを

実施しない場合	 

２．事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 
３．事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物又は	 信用等

を傷つけ、もしくは著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められ

る場合 
４．他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある

場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 
	 

②次の事由による場合は、ただちに契約を解約することができます。（第１７条第２項）	 

  
 
 
 

 
（３）事業者の申し出による契約の解約による退所（契約書第１９条）  

次の事由が発生した場合には事業者から契約を解約することができます。	 

１．ご利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げ

ず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合	 

２．ご利用者による、サービス利用料金の支払いが６ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告に

もかかわらずこれが支払われない場合	 

３．ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の

生命、身体、財物又は信用等を傷つけ、もしくは著しい不信行為を行うことなどによって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合	 

４．ご利用者が連続して３ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、又は入院

した場合（註）	 

５．ご利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合	 

	 

（注）おおむね３ヶ月以内に退院される場合は、再び施設に入所できるようにします。施設の受

入準備が整っていない時は併設の短期入所生活介護の居室等をご利用いただくことがあ

ります。	 

	 

１．ご利用者が運営規定の変更に同意できない場合 
２．ご利用者が利用料金の変更に同意できない場合 
３．ご利用者が入院した場合 
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（４）円滑な退所のための援助（契約書第２０条）  
	 	 	 事業者は、ご利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の

援助をご契約者に対して速やかに行います	 

	 

	 

 
 
 
７．残置物引取人選任（契約書第２３条）  
（１）残置物引取人	 

契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。	 

但し、契約が終了した後、当施設に残されたご利用者の所持品(残置物)をご利用者自身が引き取れ

ない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。	 

	 

（２）残置物の引取り	 

当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。	 

また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。 
	 

８．守秘義務及び個人情報の第三者提供（契約書第 10 条）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 （１）守秘義務	 

事業者及びサービス従事者は、業務上知り得たご利用者及びご家族の情報を第三者に漏洩すること

はしません。この守秘義務は本契約が終了した後も継続します。	 

	 （２）個人情報の第三者提供	 

ご利用者の生命、身体及び財産の保護に必要な場合、ご利用者の健康等に関する個人情報を関係行

政機関、医療施設または介護施設に提供します。	 

	 	 	 	 ご利用者は事業者がこれら第三者へ情報提供することをご同意願います。（資料 P12～13）	 

９．身体拘束の禁止	 

	 	 高齢者虐待の代表的なものとして身体拘束があげられますが、当施設ご入所者の身体拘束を行いません。	 

	 	 但し、自傷被害の恐れがある等の緊急やむを得ない場合、当施設の医師がその様態及び時間、入所者の

心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すると共に、ご家族にその旨を説明して同意を得ます。	 

	 

	 

１０．高齢者虐待防止（契約書２５条）	 

	 	 	 事業者は、ご入所者等の人権擁護並びに虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置をします。	 

① 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上を図り、虐待の未然防止に努めます。	 

② 個別支援計画を作成して適切な支援の実施に努めます。	 

③ サービス従事者の悩みや苦労の相談体制を整え、サービス従事者が利用者の権利擁護に取り組める
環境の整備に努めます。	 

	 

１１．介護職員によるたんの吸引等の実施	 

	 	 社会福祉士及び介護福祉士法の改正により一定の研修を受け、大阪府知事の認定を受けた介護職員が医

師の指示を受け、看護職員と協働でたんの吸引及び胃ろうによる経管栄養を実施することが可能になり

ました。当施設では、大阪府に登録申請中であり登録事業者となり次第、実施することになります。	 

	 	 具体的には、たん吸引などの必要性が生じた時点でご利用者又はご家族の同意を得て実施することとし

ます。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

１．適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介	 

２．居宅介護支援事業者の紹介	 

３．その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介	 
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１２．情報開示（契約書第 26 条）	 

	 	 ご利用者の処遇日誌等ご利用者の介護に関する情報を説明します。ご利用者又は代理人の請求に応じて	 

	 	 処遇日誌、カルテ等利用者の介護及び看護に関する情報を開示します。開示希望される場合、直接職員

にお申し付けください。相談及び閲覧は無料、複写物交付の場合は、１０円/枚になります。	 

	 

	 

１３．苦情等受付   （契約書第 27 条）  
（１）苦情受付と処理	 

苦情やご相談は専用窓口で面談、電話、書面などで受け付けます。また、施設内各所に苦情相談箱を設

置していますのでご利用ください。	 

	 苦情解決の体制は次のとおりです。 
苦情解決責任者 
苦情受付担当者 
第三者委員 

嶋田	 祐史（所長） 
蟹谷	 法子 
杉谷	 淑子 

	 

	 

（２）行政機関等の苦情受付窓口 
	 

事 業 者	 

	 	 

社会福祉法人遺	 徳	 会	 	 南港咲洲特別養護老人ホーム	 	 	 相談･苦情受付係	 

所	 在	 地	 	 	 大阪市住之江区南港中 2 丁目 1 番 35 号	 

電話番号	 	 	 06-4703-1700	 	 	 ＦＡＸ	 	 	 06-4703-1800	 

受付時間	 	 	 午前９:００～午後５:３０	 

	 

大	 阪	 市	 

	 福	 祉	 局	 

大阪市福祉局	 	 高齢者施策部	 	 介護保険課	 

所在地	 	 大阪市中央区船場中央３丁目 1 番７－３３１号	 

電話番号	 06-6241-6310	 	 	 	 ＦＡＸ	 	 06-6241-6608	 

受付時間	 午前９：００～午後５：３０（土曜・日曜・祝日を除く）	 

	 

住之江区	 

住之江区保健福祉センター	 地域保健福祉課	 介護保険係	 	 

所	 在	 地	 	 	 大阪市住之江区御崎 3 丁目１番 17 号	 

電話番号	 	 	 06-6682-9859	 	 	 	 	 ＦＡＸ	 06-6686-2040	 

受付時間	 	 	 午前９:００～午後５:３０（土曜･日曜・祝日を除く）	 

	 

公的団体	 

大阪府国民健康保険団体連合会介護保険	 

所	 在	 地	 	 	 大阪市中央区常磐町１丁目３番８号(中央大通りＦＮビル内)	 

電話番号	 	 	 06-6949-5418	 	 	 	 	 	 ＦＡＸ	 06-6949-5417	 

受付時間	 	 	 午前９:００～午後５:００（土曜･日曜・祝日を除く）	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以	 上	 
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資料	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 個人情報の利用目的 

１．個人情報に関する書類 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

２．利用目的 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

1. 介護福祉施設内部での利用目的 

①	 当施設が利用者等に提供する介護・医療サービス 

②	 介護・医療保険事務 

③	 介護サービスの利用にかかる当施設の管理運営業務のうち次のもの 

・	 入退所等の管理 

・	 利用者の安全確保 

・	 会計、経理 

・	 事故等の報告 

・	 利用者の介護・医療サービスの向上 

・	 居室入口、ベッド等の氏名掲示並びに面会者からの居室の問合せ 

・	 その他利用者に係わる管理運営業務 

・	  

利用者関係 

１．大阪市指定介護老人福祉施設入所申込書兼台帳 

２．南港咲洲特別養護老人ホーム入所申込書 

３．ショートステイご利用者の情報提供書 

４．カルテ、血液検査報告書及び処方箋並びに看護要約 

５．施設サービス計画書第 1 表～7 表 

６．栄養ケアマネジメント 

７．理学療法実施カルテ 

８．リハビリテーション評価報告書 

９．認定調査票一式（含む主治医の意見書）     

１０．食事箋（特別食） 

１１．利用契約書    

１２．介護給付費請求書、同明細書   

１３．診療報酬請求書  

１４．介護報酬請求書 

１５．在所者一覧 

１６．介護日誌及び看護日誌   

１７．処遇日誌 

１８．フェイスシート  

１９．ケアチェック表 

２０．健康診断個人票 

２１．Ⅹ線写真フィルム 

２２．各種被保険者証及び各種年金証書 

２３．生活保護法医療券及び介護券 

２４．介護保険負担限度額認定証 

２５．面会票及び外出・外泊許可願い 

２６．その他今後発生するご利用者の情報でご利用者又はご家族の同意を得た情報 



  １３ 

2. 他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

①	 当施設が利用者等に提供する介護・医療サービス 

・	 他の施設、病院・診療所、薬局、居宅介護支援事業所及び他の介護サービス事業者等との連携並び

に照会への回答 

・	 利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

・	 家族等への心身の状況説明 

・	 その他の業務委託 

②	 介護・医療保険事務 

・	 保険事務の委託(一部委託含む) 

・	 審査支払い機関へのレセプトの提出 

・	 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

③	 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

   ④  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に基づいて行う届出、報告等 

 

【上記以外の利用目的】 

1. 当施設内部での利用に係る利用目的 

・	 介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

・	 当施設等において行われる学生等の実習への協力 

・	 当施設において行われる事例研究 

2. 他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

外部監査機関への情報提供 

 

以上 
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資料 

平成 18 年 4 月 1 日 

看 取 り に 関 す る 指 針 

 

社会福祉法人 遺徳会 

南港咲洲特別養護老人ホーム 

 

南港咲洲特別養護老人ホーム（以下施設という。）に於ける看取り介護の考え方 

看取り介護とは近い将来死にいたることが予見される利用者に対して、その身体及び精神的苦痛や苦悩をで

きるだけ緩和して、死に至るまでの期間を納得した日々の暮らしを営んでいただけるように援助することであ

り、人の尊厳に十分配慮しながら終末期の介護を誠心誠意行うことである。 

 

看取り介護の視点 

終末期においては、死をどのように受け止めるかという個々人の価値観が存在し、また、看取る立場にある家

族の思いが錯綜することも考えられるので、これらの点を十分に配慮した介護体制をとる。 

施設における看取り介護は、利用者又は家族に対し以下の事項を事前に説明して、事前の同意を得る。 

 

（１）施設に於ける医療体制は別表のとおりであるが、夜間等の医師・看護師不在の時間帯は緊急連絡により

医師又は看護師が駆けつけるオンコール体制であることについて事前に理解を得る。 

（２）病状の変化等に伴う緊急時の対応については、医師、看護職員及び介護職員が連携を密にして判断す

る。夜間については介護職員が医師又は看護師と連絡をとって対応する。 

（３）家族とは２４時間の連絡体制を確保する。 

（４）事前に看取り介護に関する家族の同意を得る。なお、家族が医療機関への入院を希望する場合はその支

援を行う。 

 

看取り介護の支援内容 

（１）利用者に対する支援 

 ①ボディ・ケア 

  1．バイタルサインを確認する。 

  2．環境の整備を行う。 

  3．清潔を保つ。 

  4．適切な栄養と水分補給を行う。 

  5．適切な排泄介助を行う。 

  6．発熱、疼痛への適切な配慮を行う。 

 ②メンタル・ケア 

  1．精神的な苦痛を緩和する。 

  2．コミュニケーションを重視する。 

  3．プライバシーへの配慮を行う。 

  4．総てを受容して、ニーズに適う態度で接する。 

③看護処置 

   看護職員は医師の指示に基づき必要な点滴や酸素吸入等の看護処置を行う。 

 

（２）家族に対する支援 

1．相談しやすい環境を作る。 

2．家族間関係への支援に配慮する。 

3．希望や心配事に真摯に対応する。 

4．身体的・精神的な負担軽減に配慮する。 

5．死後の対応に関する支援を行う。 
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４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 

 

 

 ６ 

 

看取り介護の方法 

（１）看取り介護に関する同意 

  医師が周知の医学的見地から判断して回復の見込みが少ないと判断し、かつ外部の医療機関における対

応の必要性が薄いと判断した場合、医師は利用者又は家族にその判断内容及び看取りに関する基本的な

考え方を説明する。 

  家族がこれに同意した場合に看取り介護を開始する。 

（２）看取り介護の実施 

 1．介護支援専門員は医師、看護職員、介護職員及び栄養士等と共同して看取り計画を作成し、家族に示し

て同意を得る。 

 2．看取り介護は原則として個室で行う。なお、家族の宿泊については施設内の居室または近隣のホテル等

を斡旋する。 

 3．医師、看護職員及び介護職員等は共同して、随時看取り状況の報告を家族に行う。 

 4．施設の職員は、利用者が安らかに終末期を過ごすことができるように身体的・精神的な支援を行う。 

夜間の緊急連絡と対応について 

  介護職員と医師・看護職員が緊密な連絡・連携の下に、迅速かつ適切な対応を行う。 

   別紙：緊急連絡表 

責任者 

夜間緊急対応及び看取り介護については、近隣在住の看護師を責任者として任命する。 

 

以上 

 

 

別表 施設診療所の診療体制 （Ｈ２４年４月現在）  

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

― ○ ― 
●歯 

○ 
●歯 

― ― ○ 
●歯 

○ 
●歯 

― 
●歯 

― 
●歯 

○ ― 

                                                          ―印は休診 
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資料 

利用者の健康管理に関する 

夜間休日緊急対応連絡体制 

 

    ①      ①      

  

① 

                    

       ②         ③ 

 

 

                  

   090-3486－9482      ③           

                                  ④           ⑤ 

   

 

 

 

 

 

 

 

１．通常のケース 

 １）夜間緊急担当者に指示を仰ぐ。①                                        

 ２）医師の指示を仰ぎ、指示を受ける。 ② 

医師不在の場合は看護師と相談し、対応を決める。 ③ 

３） 前項の結果、次のいずれかの対応を行う。 

－１ 救急車要請  続いて③、④、⑤へ連絡                        

－２ 看護師出勤  容態の状況によって                   

      ④、⑤に連絡、または④のみ連絡  

一３ 介護職員で対応  ①、③へ報告                              

 

２．看取りのケース 
  １－３）の －１かー２を必ず実行 

 

 

 

 

 

 

 

 

介 護 職 員 ＆ 宿 直 者

所 長 代 理 

 

医 師

医 師 

 

 

看 護 師 

ご 家 族 関 係 職 員 

１１９番通報 

夜間緊急対応者 
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３．協力医療機関 

 

 
協力医療機関（歯科） 

医療機関の名称 森永歯科クリニック 

所 在 地 
大阪市住之江区浜口西 

1-11-1  

電 話 ０６－７４９４－６０８１ 

診 療 科 歯科 

 

 

４．利用者がよく利用する医療機関 

 

病院名 所在地 電話 備考 

南大阪病院 

友愛会病院 

山本第三病院 

住之江区東加賀屋 

住之江区浜口西 

西成区南津守 

6685-0221 

6672-3121 

6658-6611 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院名 大阪みなと中央病院 阪和住吉総合病院 南港病院  

所在地 港区築港１－８－３０ 住吉区南住吉区３－２－９ 住之江区北加賀屋２－１１－１５  

電話 ０６－６７５２－５７２１ ０６－６６９２－１００１ ０６－６６８５－８８０１  

診療科目 内科、小児科、外科 

整形外科、形成外科 

皮膚科、泌尿器科 

眼科、耳鼻咽喉科他 

内科、外科、整形外科 内科、外科、整形外科、 

消化器外科、呼吸器外科、 

循環器外科他 
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平成	 	 年	 	 月	 	 日	 

	 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い	 

ました。	 

	 

（説明者）	 

指定介護老人福祉施設	 南港咲洲特別養護老人ホーム	 

職	 	 	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

氏	 	 	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	 

	 

（利用者）	 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サービス	 

の提供開始に同意しました。	 

利用者住所	 	 	 	 	 	 	 	 	 

氏	 	 	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	 

（代理者）	 

	 	 住	 	 	 所	 

	 	 氏	 	 	 名	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印（続柄：	 	 	 	 	 	 ） 
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＜重要事項説明書付属文書＞  

１．施設の概要	 

（１）建 物 の 構 造	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 鉄骨鉄筋コンクリート造	 地上 7 階	 

	 

（２）建物の延べ床面積	 	 	 8261.68 ㎡	 

	 

（３）併 設 事 業	 	 	 	 	 	 	 	 	 

当施設では、次の事業を併設して実施しています。	 

	 	 [短期入所生活介護]平成 14 年 4 月 1 日	 指定大阪府	 2775900612 号	 	 	 	 定員	 30 名	 

	 	 [養護老人ホーム]	 平成 14 年 4 月 1 日	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 定員	 60 名	 

	 

（４）施設の周辺環境	 

	 施設は南港咲洲のほぼ中央に位置し、東側には南港中央公園、同野球場、西側はノーカーゾーンの高層

住宅団地に接し、緑豊かな環境の中に立地しています。また、駅前にはスーパー、飲食店などがあり生

活にも便利な地域です。	 

	 

（５）交通アクセス	 

車でのご来所は、堺方面より阪神高速４号湾岸線の南港南インターを降りて５分、大阪方面からは南港

北インターを降りて３分ほどの距離になります。	 

電車でのご来所は、ニュートラム南港ポートタウン線ポートタウン東駅下車、南に徒歩５分の場所です。	 

	 

２．職員の配置状況	 

<配置職員の職種>	 

	 	 介 護 職 員	 	 	 	 	 	 	 …ご利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３名の利用者に対して 1 名の介護職員または看護職員を配置しています。	 

	 

	 	 生 活 相 談 員	 	 	 	 	 	 	 …ご利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２名の生活指導員を配置しています。	 

	 	 

	 看 護 職 員	 	 	 	 	 	 	 …主にご利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 介助等も行います。	 

	 	 	 

介護支援専門員…ご利用者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２名の介護支援専門員を配置しています。	 

	 	 

	 医 師	 	 	 	 	 	 	 …ご利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １名の医師を配置しています。	 

管	 理	 栄	 養	 士…献立・栄養価の計算、その他低栄養状態を予防・改善する為に、医師、看護	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

職員、ケアマネージャーが共同して利用者個人別に最適な栄養ケアを行います。	 



  ２０ 

３．契約締結からサービス提供までの流れ	 

ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する	 

「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。	 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。（契約書第２条）	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第８条、第１０条）	 	 

当施設は、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。	 

①ご利用者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。	 

②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携

のうえ、ご利用者から聴取、確認します。	 

③ご利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護

認定の更新の申請のために必要な援助を行います。	 

④ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するとともに、

ご利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。	 

⑤ご利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご利

用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、医

師、家族、介護支援専門員等と話し合い、記録を記載するなどの適正な手続きにより

身体等を拘束する場合があります。	 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り

得たご利用者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しま

せん。（守秘義務）	 

	 ただし、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご利

用者の心身等の情報を提供します。	 

	 また、ご利用者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書でご利

用者の同意を得ます。	 

	 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご利用者及びその家

族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

③施設サービス計画は、６ｹ月に１回、もしくはご利用者及びその家族等

の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のあ

る場合には、ご利用者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を

変更します。  
 

④施設サービス計画が変更された場合には、ご利用者に対して書面を交

付し、その内容を確認していただきます。  

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原

案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  



  ２１ 

５．施設利用の留意事項（契約書第 11 条、第１２条）	 

	 施設のご利用にあたって、入所されているご利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するた

め、下記の事項をお守り下さい。	 

（１）持ち込みの制限	 

入所にあたり、以下のものは原則として持ち込むことができません。	 

ライター（マッチ）、刃物（はさみ、ナイフ等）、その他危険物	 

（２）面会	 

	 ①面会時間	 	 	 ８：００～１９：００	 	 

②来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。また、面会簿にも記入して下さい。	 

	 ③来訪の際、生物（お土産として置かないで下さい）の持ち込みはご遠慮ください。	 

（３）外出・外泊（契約書第２４条）	 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。	 

但し、外泊についてはご利用者様の体調を考慮し、最長で月７泊８日以内とさせていただきます。	 

（４）食事	 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には、重要事項説

明書	 ５・（１）・②に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。	 

（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第１１条）	 

①居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。	 

②故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりし

た場合には、ご利用者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただ

く場合があります。	 

③ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご利

用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人の

プライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。	 

④施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはで

きません。	 

（６）喫煙	 

	 	 施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。	 

	 

６．事故発生時の対応 	 

（１）ご利用者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は速やか

に保険者、利用者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。	 

（２）前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。	 

（３）ご利用者に対する指定福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は

損害賠償を速やかに行います。	 

  
７．損害賠償（契約書第１ 3条 、 第１４条） 	 

当施設において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかに

その損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。  ただし、その損害
の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、ご利用者のおかれた心身

の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合がありま

す。	 

	 	 	 

	 



  ２２ 

８．非常災害対策 	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 以	 	 上	 

	 

非常時の対応	 

・消防計画に基づき対応します。	 

・火災及び地震の発生時のために、非常災害要員を定め、組織を編成し、

任務の遂行にあたります。	 

	 

消防訓練	 

・防火教育及び消火、通報、避難訓練を年２回（うち１回は夜間を想定

した）実施します。	 

・消	 火	 スプリンクラー設備	 消火器	 移動式消火設備	 

・警	 告	 自動火災報知機設備	 非常警報設備	 	 

・避	 難	 避難誘導灯	 避難階段	 	 

・防火管理者	 中川	 純也	 


